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第3章  自治の基本原則
(参‐画:及‐び協胸 原,則 )

第5条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解 と信頼関係のもとに、参画と協
働のまちづ くりを推進 します。

2 事は、市民の 自主的なまちづ くり活動を促進するととも,に 、市.政に 関し、参画及び協働
の機会 を保障 します。

3 市は、市民が参画及び協働 しないことによって、不利益を受けることがないように配慮
します。
(情 報共有の原則)

第6条 市民及び市は、それぞれが保有する参画 と協働のまちづ くりに関する情報を積極的
に共有 します。

第4章  自治を担 う主体の責務等
第1節  市民

(市 民の権利)

第7条 市民は、人として尊重 され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を有 します。
(1)ま ちづ くりに参画し、協働するこ,と 。
(2)市が保有する情報 を知ること。
(3)行政サー ビスを受けること。
(市:民の責務 )

第8条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚 し、次に掲げる責務を負います。
(1)ま ちづ くりに参画 し、協働するに当た り、自らの発言及び行動に責任を持つよう努

.め る.こ と。
(2)行政サー ビスに伴 う負担を分任すること。

第2節 議会
(議会の役割及び責務)

第9条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行
います。

2 議会はt市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議 を行 うとともに、政策形成機
能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。

3 議会は、市民に対 し、議会活動に関する情報 を提供 し、透明性が高 く、開かれた運営に

努めます。
(議 員の責務 )

第 10条  議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務 を果たすため、全市的な視点に立ち、的

確な判断を行 うことができるよう、自己研 さんに努めます。

第3節 市長及び市の職員
(市 長の役、割及び責轟 :)

第 11条  市長は、市民の負託にこたえ、市を代表 し、公正かつ誠実な市政の執行に努めま

す。
2 市長は、市の職員 (以下「職具」 といとヽます。)を 通切に指揮‐監督 し、効率的な市政運営

に努めます。
3 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持 つた人材の育成を図 ります。
4 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図 り、総合的な行政サー ビスの提供に努め'ま

す。
(職 員の責務 )

第12条  職
1員

は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守 し、公正、誠実かつ能率
i的

な職務 の落

行に努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。
3 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築 くよう努めます。

第5章  コミュニテイ
第 13条  市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たす ことを認識 し、コミュニ

ティを守 り育てます。
2 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。
3 コミュニティは、市民及び市と連携 し、自らの活動の活性化に 向けて取組 を進めます。
4 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行 うよう努めます。
5 市長は、地区公民館 をコミュニティの活動の拠点施設 と位置づけ、その充実及び強化に

努め:ま す。
第6章 市政運営

(市 政運営の原則 )

第 1‐ 4条 市長 |ま 、市政避営に当たって :ま 、市民の参画及び協働 の機会の提供に努めるととも
に、市民の意思を適切に反映することを基本 とします。

2 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確に し、その達成の状況について、
公表 します。
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